
 

 

 
付 議 第 ３ 号 

 
 

令和２年度高知県立中学校入学志願者取扱要項及び入学定員に関 

する議案 
 
 
別紙のとおり、令和２年度高知県立中学校入学志願者取扱要項び入学定員を

定めることについて、議決を求めます。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4 年教育委員会規則第１号） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(24)教育委員会の所管に属する県立学校の入学志願者取扱要項及び入学定員を決定すること。 
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令和２年度高知県立中学校入学志願者取扱要項（案） 
 
  Ⅰ  出願資格 

１ 高知県立安芸中学校、高知県立高知南中学校、高知県立高知国際中学校及び高知県立中

村中学校（以下「県立中学校」という。）の第１学年に出願できる者（以下「入学志願者」

という。）は、以下のいずれかに該当する者とする。 
  ア 令和２年３月に、小学校、義務教育学校前期課程又はこれに準ずる学校を卒業又は 

修了する見込みの者 
イ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する学校以外の教育施設に在籍する者

で、高知県教育委員会が、小学校を卒業した者と同等程度以上の学力を有すると認め

た者  
２ 通学区域は、高知県立中学校の通学区域に関する規則（平成 13 年高知県教育委員会規

則第 10 号）による。 
 なお、通学区域外から入学を希望する者で、上記１に定める資格を有し、かつ、以下の

いずれかに該当する者については、所定の期間内に必要書類を提出し、高知県教育委員会

の承認を受けることで、通学区域外の県立中学校に出願することができる。 
ア 保護者の転勤等に伴う転居により、通学区域が異なる県立中学校への出願を希望す

る高知県在住の者 
イ 他の都道府県等から保護者と共に高知県内に転居する者 
ウ 高知県立高知国際中学校への出願を希望し、受検者本人のみ他の都道府県等から転

居する予定の者で、高知県教育委員会が別に定める要件を満たす者 
 
  Ⅱ  入学定員 

      各県立中学校の入学定員は、次のとおり定める。 
     高知県立安芸中学校    60 名（男女各 30 名程度） 

     高知県立高知南中学校   60 名（男女各 30 名程度） 
     高知県立高知国際中学校  60 名（男女各 30 名程度） 
     高知県立中村中学校    70 名（男女各 35 名程度） 

（注） 入学予定者となる男子（女子）が入学定員に達しない場合には、女子（男子）から

入学定員に達しない人数を充足することができるものとする。 
 

Ⅲ 日程 

事  項  日      時  備   考  

入 学 願 書 ・  
受 検 票 等 の 配 布  

令和２年１月８日（水）から 

 配布時間帯は午前９時から午後５時まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

○ 志願先県立中学校で

配布する。  

出 願 期 間 

令和２年１月 27 日（月）から 

１月 30 日（木）までの 

午前９時から午後５時まで 
※ 郵送の場合は、必ず書留速達便とし、１月 

30 日までの消印のあるものを有効とする。 

○ 入学手数料として、 
2,200円の高知県収入証

紙を貼ること。  

適 性 検 査 、 作 文 
及 び 面 接 令和２年２月 15 日（土）午前９時から  

入 学 予 定 者 
の 発 表  令和２年２月 20 日（木）午後４時 

○ 各県立中学校におい

て受検番号を発表する。 
○ 受検者全員に郵送で

通知する。  

別紙 
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入 学 意 思 確 認 書  
の 提 出  

令和２年２月 21 日（金）から 

    ２月 26 日（水）までの 

午前９時から午後５時まで 
※ 郵送の場合は、必ず書留速達便とし、２月 

26 日までの消印のあるものを有効とする。 

○ 郵送の場合は、左記の

期間とし、直接各県立中

学校に提出する場合は、

左記の期間内で各学校

が定める日程とする。  

補 欠 入 学 期 間 令和２年２月 28 日(金)から３月５日(木)まで  

 

Ⅳ 検査内容 

入学志願者全員に対して、適性検査、作文（以下「検査等」という。）及び面接を実施する。 
 

Ⅴ 入学予定者の決定 

１ 入学予定者は、各県立中学校長及び各県立中学校長が任命する委員によって構成する入

学者選考委員会（委員長は、当該県立中学校長を充てる。）を各県立中学校内に設け、検

査等及び面接の結果並びに志願理由書を資料とし、入学志願者の意欲や目的意識等を総合

的に判断し決定する。 
２ 検査等及び面接の実施方法等については、高知県教育長が令和２年度高知県立中学校入

学志願者取扱要領（以下「取扱要領」という。）で定める。 
３ 各県立中学校長が必要と認める場合は、入学予定者の決定とともに補欠入学予定者を決

定することができる。 
４ その他 
（１）特定の市町村（学校組合）立の中学校区から県立中学校への希望が著しく偏る傾向が

見られる場合には、中学校区ごとに入学予定者の人数の制限を設ける。 
（２）各県立中学校長は、出願について不正の事実があったときは、入学後においても、入

学の取消し等の措置を行うことができる。 
 
Ⅵ 補欠入学 

  １ 補欠入学は、入学辞退者が生じた場合、これを実施する。 
  ２ 補欠入学を実施するに当たっては、Ⅴの３に定める補欠入学予定者を対象に、順次、入

学予定者に充てる。 
  ３ 補欠入学の実施方法等については、取扱要領で定める。 
  

Ⅶ その他 

      この要項に定めるもののほか、県立中学校の入学者の決定に関し必要な事項は、取扱要領

で定める。 
 

Ⅷ 附則 

 この要項は、令和元年６月６日から施行する。 
 



１　入学定員について

令和２年度 平成31年度

　各県立中学校の入学定員は、次
のとおり定める。
　高知県立安芸中学校
　　　60名　（男女各30名程度）
　高知県立高知南中学校
　　　60名　（男女各30名程度）
　高知県立高知国際中学校
　　　60名　（男女各30名程度）
　高知県立中村中学校
　　　70名　（男女各35名程度）
（注）入学予定者となる男子（女
子）が入学定員に達しない場合に
は、女子（男子）から入学定員に
達しない人数を充足することがで
きるものとする。

　各県立中学校の入学定員は、高
知県教育委員会が別に定める。

２　日程について

令和２年度 平成31年度

１月　８日（水）から １月　８日（火）から

１月２７日（月）から
１月３０日（木）まで

１月２８日（月）から
１月３１日（木）まで

２月１５日（土）午前９時から ２月１６日（土）午前９時から

２月２０日（木）午後４時 ２月２１日（木）午後４時

２月２１日（金）から
２月２６日（水）まで

２月２２日（金）から
２月２７日（水）まで

２月２８日（金）から
３月　５日（木）まで

３月　１日（金）から
３月　６日（水）まで

３　検査内容について

令和２年度 平成31年度

　入学志願者全員に対して、適性
検査、作文（以下「検査等」とい
う。）及び面接を実施する。

　入学志願者全員に対して、次に
掲げる検査等の中から学校が指定
するもの（以下「検査等」とい
う。）及び面接を実施する。
　ア　志願理由書
　イ　適性検査
　ウ　作文

４　入学予定者の決定について

令和２年度 平成31年度

　入学予定者は、各県立中学校長
及び各県立中学校長が任命する委
員によって構成する入学者選考委
員会（委員長は、当該県立中学校
長を充てる。）を各県立中学校内
に設け、検査等及び面接の結果並
びに志願理由書を資料とし、入学
志願者の意欲や目的意識等を総合
的に判断し決定する。

　入学予定者は、各県立中学校長
及び各県立中学校長が任命する委
員によって構成する入学者選考委
員会（委員長は、当該県立中学校
長を充てる。）を各県立中学校内
に設け、検査等及び面接の結果を
資料とし、入学志願者の意欲や目
的意識等を総合的に判断し決定す
る。

適性検査、作文及び面接

入学予定者の発表

入学意思確認書の提出

補欠入学期間

項　　目

入学定員

入学願書・受検票等の配布

項　　目

第１項

令和２年度高知県立中学校入学志願者取扱要項の主な変更点等について

項　　目

項　　目

検査内容

出願期間
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高知県立中学校の入学定員等について 

１ 県立中学校入学者募集データ等 

（１）入学定員の推移                                                           （案） 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 

安芸中 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60  

高知南中 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 募集停止 

高知国際中        60 60 60 80 

中村中 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70  

    ※平成２６年度から、入学定員を「男女各半数程度」としている。入学予定者となる男子（女子）が入学定員に 

達しない場合には、女子（男子）から入学定員に達しない人数を充足することができる。 

 
（２）志願者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）志願倍率の推移 
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参考資料２ 
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２ 県立中学校通学域における小学６年生の数について 

（１）県立安芸中学校への進学実績のある市町村別小学６年生の児童数（人） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 

室戸市 91 90 85 78 83 79 70 62 87 63 78 44 53 

奈半利町 34 29 20 25 29 20 20 12 17 17 26 14 17 

北川村 16 13 14 12 7 8 11 9 9 9 8 8 5 

田野町 22 19 27 17 16 18 17 15 17 12 15 16 20 

馬路村 10 9 2 6 4 4 8 8 6 6 8 12 4 

安田町 20 10 25 19 17 7 8 11 14 14 9 12 9 

安芸市 143 161 139 145 124 136 125 140 137 114 113 110 116 

芸西村 31 44 32 32 23 26 33 37 17 43 24 20 28 

香南市 328 324 372 333 313 316 291 300 286 288 288 295 279 

計 695 699 716 667 616 614 583 594 590 566 569 531 531 

 
（２）県立中村中学校への進学実績のある市町村別小学６年生の児童数（人） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 

四万十町 148 154 153 120 159 134 117 132 108 107 104 118 85 

黒潮町 82 93 90 100 96 64 82 76 63 77 76 62 57 

四万十市 351 323 328 329 278 277 283 263 261 284 239 268 262 

宿毛市 188 195 195 151 198 154 145 163 150 170 158 164 143 

三原村 10 15 11 14 8 17 9 10 8 3 5 6 7 

大月町 42 52 30 40 46 26 42 35 29 31 28 21 30 

土佐清水市 123 128 113 93 92 81 83 99 81 78 71 65 61 

計 944 960 920 847 877 753 761 778 700 750 681 704 645 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各県立中学校への進学実績のある市町村別小学６年生の児童数の合計 
※平成 31年度以降は推計値 
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